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規

則

○
東
京
都
障
害
者
支
援
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設
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す
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師
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一
部
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改
正
す
る
規
則
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…
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）…
一

○
東
京
都
小
規
模
貯
水
槽
水
道
等
に
お
け
る
安
全
で
衛
生
的
な
飲
料
水
の
確
保
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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同
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規

則

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
四
号

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
東
京
都
規
則
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
七
生
福
祉
園
の
項
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
の
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
施
設

入
所
支
援
（
以
下
「
施
設
入
所
支
援
」
と
い
う
。
）

二

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
以
下
「
生
活
介
護
」
と
い

う
。
）

別
表
第
一
東
京
都
七
生
福
祉
園
の
項
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
の
欄
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
三

項
」
を
「
第
五
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
（
以
下
「
短
期
入
所
」
と
い

う
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
二
号
中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
八
項
」
を

「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
六
号

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
二
号
中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
八
項
」
を

「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
小
規
模
貯
水
槽
水
道
等
に
お
け
る
安
全
で
衛
生
的
な
飲
料
水
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
九
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
七
号

東
京
都
小
規
模
貯
水
槽
水
道
等
に
お
け
る
安
全
で
衛
生
的
な
飲
料
水
の
確
保
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
小
規
模
貯
水
槽
水
道
等
に
お
け
る
安
全
で
衛
生
的
な
飲
料
水
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

三
の
項
中
「
自
立
訓
練
」
の
下
に
「
、
就
労
選
択
支
援
」
を
加
え
、
「
及
び
就
労
継
続

支
援
」
を
「
、
就
労
継
続
支
援
、
就
労
定
着
支
援
及
び
共
同
生
活
援
助
」
に
改
め
、
「
、
就
労
継
続
支

援
」
の
下
に
「
、
就
労
定
着
支
援
」
を
加
え
、
同
表
四
の
項
中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二

十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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